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■相■談■者  ：仙台杜協同クリニックの医師です。

当院は看護師３名の体制で運営しているので

すが、このうちの２名について結婚退職と産

休が重なり、看護師１名ではどうにも回らない

ので、はじめて民間の人材紹介会社を利用して

１名を採用しました。ところが、その看護師が、

入職から１ヶ月が経過した頃に急に退職してし

まいました。

　当該看護師の紹介にあたっては、人材紹介

会社に対して年収の35％程度の紹介手数料

を支払っているのですが、これは返してもらえ

ないのでしょうか。

■弁■護■士  ：なかなか大変な状況ですね。ただ、

紹介手数料の返還を求めることができるかは、

人材紹介会社との契約内容によります。

　契約書に、例えば「紹介手数料の返還」等の

表題で、「採用決定者が入社後３ヶ月以内に、本

人の都合により退職したときは、受領した紹介

手数料から次に定める金額を返還する」といっ

た規定があれば、同規定に基づいて手数料の

返還を求めることができます。例えば、入社後

１ヶ月以内なら紹介手数料の50％、３ヶ月以内

なら25％等、紹介手数料に対する割合で返還

金額を定めていることが多いかと思います。

■相■談■者  ：人材紹介会社との間の契約書を改

めて確認してみたのですが、そのような規定は

見当たりません。

　しかし、人材紹介会社の担当者の説明では、

その看護師は、家庭の事情で現場から遠ざ

かっていたものの、病院勤務も長く十分な経験

を有する方で、即戦力ということだったから採

用したんですよ。それなのに、いざ入ってもらっ

たら初歩的なミスは多いし、患者さんへの接遇

もイマイチで、全く即戦力といえるレベルでは

なかったんです。おまけに入ってから１ヶ月程

度で急に辞められて…。

　紹介手数料が返ってこないなら、紹介した看

護師が当院として求めるレベルになかったた

めに損害を受けたとして、逆に賠償を求めるこ

とはできないのですか。

■弁■護■士  ：お気持ちは理解できますが、なか

なか難しいように思います。

　今回の人材紹介は、紹介手数料を徴求して

いるため、職業安定法（以下「法」といいます。）

の規定する有料の職業紹介事業に当たり、同

法の適用を受けます（法第４条３項、第３章第

１節）。法第５条の８は「職業紹介事業者は、…

求人者に対しては、その雇用条件に適合する

求職者を紹介するように努めなければならな

い。」と規定していますが、文言からも分かるよ

うにあくまでも努力義務を定めたものであり、

人材紹介会社に具体的な法的義務を課したも

のと解することはできません。

　また、人材紹介会社との契約書においても、

多くの場合「人材紹介会社が適切と判断した

求職者を紹介する」とか、「紹介した求職者を

（求人者が）自ら選考の上、適当と認めた場合

には労働者として採用する」といった形で規定

されており、人材紹介会社が具体的な義務を

負うような内容にはなっていません。

　このように、多くの場合、人材紹介会社には、

法令上も契約上も損害賠償請求の根拠となる

法的な義務（違反）を見いだすことができない

のです。もちろん具体的な事実関係次第とい

うところではありますが、損害賠償請求が認め

られるケースはごくまれといってよいと思い

ます。

　裁判例においても、求人者が人材紹介会社

に柔道整復師の紹介を依頼し、紹介を受けた

柔道整復師と雇用契約を締結したところ、そ

の後に柔道整復師法所定の欠格事由（窃盗の

前科）があることが判明したため、求人者が当

該柔道整復師を解雇するとともに、人材紹介

会社に対して既払いの紹介手数料および解雇

予告手当等相当額の損害賠償を請求したとい

う事案で、請求が認められなかったものがあり

ます（東京地裁平成26年12月11日判決（控訴

審））。この事案では、人材紹介会社が柔道整

復師法上の欠格事由の有無を調査、確認して

欠格事由のない人材を紹介する義務（違反）が

あるか否かが争いになりましたが、裁判所は、

本件職業紹介契約においては、候補人材の欠

格事由の有無について求人者から具体的な調

査依頼がない以上、求人者から依頼された職

位、職務条件等の人材求人情報に該当するか

否かを調査、確認する義務を負うにとどまり、

欠格事由の存否を調査、確認すべき義務を負

うことはない、などと判断しています。

■相■談■者  ：そんな…。急いで採用したのがよく

なかったんですかねえ。

　それはさておき、当該看護師が辞めてしまっ

て、また看護師が１名の状況に戻ってしまいま

したので、新たに看護師を採用しなければなら

ないのですが、求人を出してもなかなか応募が

ありません。このままだと忙しすぎて、今いる

看護師も嫌になって辞めてしまうかもしれな

いので、また人材紹介会社に頼らざるを得な

いでしょうか。

■弁■護■士  ：昨今の人手不足を考慮すると、で

きるだけ広く募集をかける必要があるかもし

れませんね。厚生労働省の「職業紹介事業に関

するアンケート調査」（平成25年12月実施）で

も、看護師の採用方法としては、民間の職業紹

介事業者からの紹介は39.6％と、ハローワー

クに次いで多いようなので、やはり人材紹介会

社は有力な選択肢だと思います。

　もっとも、職業紹介サービスに関しては先生

も経験されたように、トラブルも多いようで

す。今回のようなトラブルを未然に防ぐため、

平成29年の法改正により、人材紹介会社は以

下の事項について、情報提供することが義務

付けられています（法第32条の16第３項、法

施行規則第24条の８第３項）。

①人材紹介会社の紹介により就職した者の

数（年度ごと）

②①のうち、無期雇用就職者の数

③②のうち、就職から６ヶ月以内に解雇以

外の理由で離職した者の数

④②のうち、③に該当するかどうか明らかで

ない者の数

⑤手数料に関する事項（手数料の種類や金

額など）

⑥返戻金制度（短期間で離職した場合に手

数料を返金する制度）に関する事項（有無

や内容）

　この情報提供は、厚生労働省が運営する「人

材サービス総合サイト」に掲載する方法により

行われており、これにより紹介手数料の金額

や、返戻金制度の有無、採用後６ヶ月以内の離

職率等が分かるほか、得意とする分野等、人材

紹介会社が任意で掲載する情報も記載されて

おり、人材紹介会社を選ぶにあたってはとても

参考になります。

■相■談■者  ：そんなサイトがあったんですね。今

回も事前に「人材サービス総合サイト」を確認

し、例えば返戻金制度がある会社を利用して

いれば、支払った紹介手数料もある程度戻っ

たのかと思うと悔やまれます。

■弁■護■士  ：そうですね。返戻金制度を設ける

ことは義務とまではされていませんが、国の指

針ⅰ）では「有料職業紹介事業者は、返戻金制度

を設けることが望ましい」とされています。国

が推奨していることを踏まえると、適切な人材

紹介会社は返戻金制度を設けていると思いま

すので、人材紹介会社を選択する際の判断材

料の一つといえます。

　このほか、厚生労働省では、医療・介護・保

育分野における求人者が人材紹介会社を選ぶ

際に参考となる「適正な有料職業紹介事業者

の基準」と、それをまとめた「チェックシート」

を公表しています。

　さらに、厚生労働省では委託事業として、上

記「適正な有料職業紹介事業者の基準」を一

定割合以上満たしている人材紹介会社を、医

療・介護・保育分野における「適正な有料職

業紹介事業者」として認定し、公表しています。

同様に、厚生労働省は委託事業として、法令遵

守、採用、定着、マッチングについて一定の基準

を満たした人材紹介会社を、「優良認定事業

者」として認定し、公表しています。

　これらのツールや情報を用いることで、効率

的に適正な人材紹介会社を選定することがで

きますので、利用してみるとよいと思います。

■相■談■者  ：早速利用してみたいと思います。こ

れで安心して人材紹介を受けられます。

■弁■護■士  ：適切な人材紹介会社を選定するこ

とは大切ですが、それだけでは十分とはいえ

ません。実際に人材紹介を受けるに当たって

は、人材紹介会社との間で人材紹介に関する

基本契約等を締結し、個別に求人票等を作成

することが一般的かと思います。

　基本契約書については、紹介手数料、返戻

金制度、秘密保持、解除事由等の内容につい

て、改めて前記「適正な有料職業紹介事業者の

基準」に照らすなどして具体的に確認し、疑問

点があったら契約締結前に質問して解消して

おくと良いです。

　そのうえで、必要とする人材の要件（能力、

技術、経験年数等）を、人材紹介会社に具体的

に伝えることが重要です。また、万が一トラブ

ルになった際の証拠にもなりますので、口頭で

はなく、求人票などの書面や、電子メール等を

用いて、具体的な労働条件と合わせて、人材紹

介会社に伝えるようにしましょう。

　さらに、実際に人材を紹介されたら、人材紹

介会社任せにするのではなく、入念に面接を

行い、こちらが求める能力や技術等を有してい

るのか、職場に順応できそうかなどを確認する

ことも重要です。また、求職者側からみたミス

マッチ・早期離職を防止する観点からは、職

場の雰囲気や就業規則、福利厚生等の情報提

供を十分に行うことも有効だと思います。

◆ このＱ＆Ａから何を学ぶか ◆

①人材紹介会社から紹介を受けた人材にミス

マッチや早期退職が生じても、人材紹介会社

に対する損害賠償請求は難しいことが多い。

②トラブルを未然に防ぐためには、「人材サー

ビス総合サイト」等のツールを利用して、

適切な人材紹介会社を選定したうえ、求め

る人材の要件や労働条件を、できるだけ具

体的に、書面等を用いて明示することが重

要である。

③実際の人材の選定にあたっては、自ら入念

に面接を行い、求める能力や順応可能性等

を確認するとともに、求職者に対して十分

な情報提供を行うことが有効である。

ⅰ）職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、
募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働
者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等
がその責務等に関して適切に対処するための指針

（平成十一年労働省告示第百四十一号・最終改正
令和六年厚生労働省告示第三百十八号）
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■相■談■者  ：仙台杜協同クリニックの医師です。

当院は看護師３名の体制で運営しているので

すが、このうちの２名について結婚退職と産

休が重なり、看護師１名ではどうにも回らない

ので、はじめて民間の人材紹介会社を利用して

１名を採用しました。ところが、その看護師が、

入職から１ヶ月が経過した頃に急に退職してし

まいました。

　当該看護師の紹介にあたっては、人材紹介

会社に対して年収の35％程度の紹介手数料

を支払っているのですが、これは返してもらえ

ないのでしょうか。

■弁■護■士  ：なかなか大変な状況ですね。ただ、

紹介手数料の返還を求めることができるかは、

人材紹介会社との契約内容によります。

　契約書に、例えば「紹介手数料の返還」等の

表題で、「採用決定者が入社後３ヶ月以内に、本

人の都合により退職したときは、受領した紹介

手数料から次に定める金額を返還する」といっ

た規定があれば、同規定に基づいて手数料の

返還を求めることができます。例えば、入社後

１ヶ月以内なら紹介手数料の50％、３ヶ月以内

なら25％等、紹介手数料に対する割合で返還

金額を定めていることが多いかと思います。

■相■談■者  ：人材紹介会社との間の契約書を改

めて確認してみたのですが、そのような規定は

見当たりません。

　しかし、人材紹介会社の担当者の説明では、

その看護師は、家庭の事情で現場から遠ざ

かっていたものの、病院勤務も長く十分な経験

を有する方で、即戦力ということだったから採

用したんですよ。それなのに、いざ入ってもらっ

たら初歩的なミスは多いし、患者さんへの接遇

もイマイチで、全く即戦力といえるレベルでは

なかったんです。おまけに入ってから１ヶ月程

度で急に辞められて…。

　紹介手数料が返ってこないなら、紹介した看

護師が当院として求めるレベルになかったた

めに損害を受けたとして、逆に賠償を求めるこ

とはできないのですか。

■弁■護■士  ：お気持ちは理解できますが、なか

なか難しいように思います。

　今回の人材紹介は、紹介手数料を徴求して

いるため、職業安定法（以下「法」といいます。）

の規定する有料の職業紹介事業に当たり、同

法の適用を受けます（法第４条３項、第３章第

１節）。法第５条の８は「職業紹介事業者は、…

求人者に対しては、その雇用条件に適合する

求職者を紹介するように努めなければならな

い。」と規定していますが、文言からも分かるよ

うにあくまでも努力義務を定めたものであり、

人材紹介会社に具体的な法的義務を課したも

のと解することはできません。

　また、人材紹介会社との契約書においても、

多くの場合「人材紹介会社が適切と判断した

求職者を紹介する」とか、「紹介した求職者を

（求人者が）自ら選考の上、適当と認めた場合

には労働者として採用する」といった形で規定

されており、人材紹介会社が具体的な義務を

負うような内容にはなっていません。

　このように、多くの場合、人材紹介会社には、

法令上も契約上も損害賠償請求の根拠となる

法的な義務（違反）を見いだすことができない

のです。もちろん具体的な事実関係次第とい

うところではありますが、損害賠償請求が認め

られるケースはごくまれといってよいと思い

ます。

　裁判例においても、求人者が人材紹介会社

に柔道整復師の紹介を依頼し、紹介を受けた

柔道整復師と雇用契約を締結したところ、そ

の後に柔道整復師法所定の欠格事由（窃盗の

前科）があることが判明したため、求人者が当

該柔道整復師を解雇するとともに、人材紹介

会社に対して既払いの紹介手数料および解雇

予告手当等相当額の損害賠償を請求したとい

う事案で、請求が認められなかったものがあり

ます（東京地裁平成26年12月11日判決（控訴

審））。この事案では、人材紹介会社が柔道整

復師法上の欠格事由の有無を調査、確認して

欠格事由のない人材を紹介する義務（違反）が

あるか否かが争いになりましたが、裁判所は、

本件職業紹介契約においては、候補人材の欠

格事由の有無について求人者から具体的な調

査依頼がない以上、求人者から依頼された職

位、職務条件等の人材求人情報に該当するか

否かを調査、確認する義務を負うにとどまり、

欠格事由の存否を調査、確認すべき義務を負

うことはない、などと判断しています。

■相■談■者  ：そんな…。急いで採用したのがよく

なかったんですかねえ。

　それはさておき、当該看護師が辞めてしまっ

て、また看護師が１名の状況に戻ってしまいま

したので、新たに看護師を採用しなければなら

ないのですが、求人を出してもなかなか応募が

ありません。このままだと忙しすぎて、今いる

看護師も嫌になって辞めてしまうかもしれな

いので、また人材紹介会社に頼らざるを得な

いでしょうか。

■弁■護■士  ：昨今の人手不足を考慮すると、で

きるだけ広く募集をかける必要があるかもし

れませんね。厚生労働省の「職業紹介事業に関

するアンケート調査」（平成25年12月実施）で

も、看護師の採用方法としては、民間の職業紹

介事業者からの紹介は39.6％と、ハローワー

クに次いで多いようなので、やはり人材紹介会

社は有力な選択肢だと思います。

　もっとも、職業紹介サービスに関しては先生

も経験されたように、トラブルも多いようで

す。今回のようなトラブルを未然に防ぐため、

平成29年の法改正により、人材紹介会社は以

下の事項について、情報提供することが義務

付けられています（法第32条の16第３項、法

施行規則第24条の８第３項）。

①人材紹介会社の紹介により就職した者の

数（年度ごと）

②①のうち、無期雇用就職者の数

③②のうち、就職から６ヶ月以内に解雇以

外の理由で離職した者の数

④②のうち、③に該当するかどうか明らかで

ない者の数

⑤手数料に関する事項（手数料の種類や金

額など）

⑥返戻金制度（短期間で離職した場合に手

数料を返金する制度）に関する事項（有無

や内容）

　この情報提供は、厚生労働省が運営する「人

材サービス総合サイト」に掲載する方法により

行われており、これにより紹介手数料の金額

や、返戻金制度の有無、採用後６ヶ月以内の離

職率等が分かるほか、得意とする分野等、人材

紹介会社が任意で掲載する情報も記載されて

おり、人材紹介会社を選ぶにあたってはとても

参考になります。

■相■談■者  ：そんなサイトがあったんですね。今

回も事前に「人材サービス総合サイト」を確認

し、例えば返戻金制度がある会社を利用して

いれば、支払った紹介手数料もある程度戻っ

たのかと思うと悔やまれます。

■弁■護■士  ：そうですね。返戻金制度を設ける

ことは義務とまではされていませんが、国の指

針ⅰ）では「有料職業紹介事業者は、返戻金制度

を設けることが望ましい」とされています。国

が推奨していることを踏まえると、適切な人材

紹介会社は返戻金制度を設けていると思いま

すので、人材紹介会社を選択する際の判断材

料の一つといえます。

　このほか、厚生労働省では、医療・介護・保

育分野における求人者が人材紹介会社を選ぶ

際に参考となる「適正な有料職業紹介事業者

の基準」と、それをまとめた「チェックシート」

を公表しています。

　さらに、厚生労働省では委託事業として、上

記「適正な有料職業紹介事業者の基準」を一

定割合以上満たしている人材紹介会社を、医

療・介護・保育分野における「適正な有料職

業紹介事業者」として認定し、公表しています。

同様に、厚生労働省は委託事業として、法令遵

守、採用、定着、マッチングについて一定の基準

を満たした人材紹介会社を、「優良認定事業

者」として認定し、公表しています。

　これらのツールや情報を用いることで、効率

的に適正な人材紹介会社を選定することがで

きますので、利用してみるとよいと思います。

■相■談■者  ：早速利用してみたいと思います。こ

れで安心して人材紹介を受けられます。

■弁■護■士  ：適切な人材紹介会社を選定するこ

とは大切ですが、それだけでは十分とはいえ

ません。実際に人材紹介を受けるに当たって

は、人材紹介会社との間で人材紹介に関する

基本契約等を締結し、個別に求人票等を作成

することが一般的かと思います。

　基本契約書については、紹介手数料、返戻

金制度、秘密保持、解除事由等の内容につい

て、改めて前記「適正な有料職業紹介事業者の

基準」に照らすなどして具体的に確認し、疑問

点があったら契約締結前に質問して解消して

おくと良いです。

　そのうえで、必要とする人材の要件（能力、

技術、経験年数等）を、人材紹介会社に具体的

に伝えることが重要です。また、万が一トラブ

ルになった際の証拠にもなりますので、口頭で

はなく、求人票などの書面や、電子メール等を

用いて、具体的な労働条件と合わせて、人材紹

介会社に伝えるようにしましょう。

　さらに、実際に人材を紹介されたら、人材紹

介会社任せにするのではなく、入念に面接を

行い、こちらが求める能力や技術等を有してい

るのか、職場に順応できそうかなどを確認する

ことも重要です。また、求職者側からみたミス

マッチ・早期離職を防止する観点からは、職

場の雰囲気や就業規則、福利厚生等の情報提

供を十分に行うことも有効だと思います。

◆ このＱ＆Ａから何を学ぶか ◆

①人材紹介会社から紹介を受けた人材にミス

マッチや早期退職が生じても、人材紹介会社

に対する損害賠償請求は難しいことが多い。

②トラブルを未然に防ぐためには、「人材サー

ビス総合サイト」等のツールを利用して、

適切な人材紹介会社を選定したうえ、求め

る人材の要件や労働条件を、できるだけ具

体的に、書面等を用いて明示することが重

要である。

③実際の人材の選定にあたっては、自ら入念

に面接を行い、求める能力や順応可能性等

を確認するとともに、求職者に対して十分

な情報提供を行うことが有効である。

ⅰ）職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、
募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働
者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等
がその責務等に関して適切に対処するための指針

（平成十一年労働省告示第百四十一号・最終改正
令和六年厚生労働省告示第三百十八号）
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■相■談■者  ：仙台杜協同クリニックの医師です。

当院は看護師３名の体制で運営しているので

すが、このうちの２名について結婚退職と産

休が重なり、看護師１名ではどうにも回らない

ので、はじめて民間の人材紹介会社を利用して

１名を採用しました。ところが、その看護師が、

入職から１ヶ月が経過した頃に急に退職してし

まいました。

　当該看護師の紹介にあたっては、人材紹介

会社に対して年収の35％程度の紹介手数料

を支払っているのですが、これは返してもらえ

ないのでしょうか。

■弁■護■士  ：なかなか大変な状況ですね。ただ、

紹介手数料の返還を求めることができるかは、

人材紹介会社との契約内容によります。

　契約書に、例えば「紹介手数料の返還」等の

表題で、「採用決定者が入社後３ヶ月以内に、本

人の都合により退職したときは、受領した紹介

手数料から次に定める金額を返還する」といっ

た規定があれば、同規定に基づいて手数料の

返還を求めることができます。例えば、入社後

１ヶ月以内なら紹介手数料の50％、３ヶ月以内

なら25％等、紹介手数料に対する割合で返還

金額を定めていることが多いかと思います。

■相■談■者  ：人材紹介会社との間の契約書を改

めて確認してみたのですが、そのような規定は

見当たりません。

　しかし、人材紹介会社の担当者の説明では、

その看護師は、家庭の事情で現場から遠ざ

かっていたものの、病院勤務も長く十分な経験

を有する方で、即戦力ということだったから採

用したんですよ。それなのに、いざ入ってもらっ

たら初歩的なミスは多いし、患者さんへの接遇

もイマイチで、全く即戦力といえるレベルでは

なかったんです。おまけに入ってから１ヶ月程

度で急に辞められて…。

　紹介手数料が返ってこないなら、紹介した看

護師が当院として求めるレベルになかったた

めに損害を受けたとして、逆に賠償を求めるこ

とはできないのですか。

■弁■護■士  ：お気持ちは理解できますが、なか

なか難しいように思います。

　今回の人材紹介は、紹介手数料を徴求して

いるため、職業安定法（以下「法」といいます。）

の規定する有料の職業紹介事業に当たり、同

法の適用を受けます（法第４条３項、第３章第

１節）。法第５条の８は「職業紹介事業者は、…

求人者に対しては、その雇用条件に適合する

求職者を紹介するように努めなければならな

い。」と規定していますが、文言からも分かるよ

うにあくまでも努力義務を定めたものであり、

人材紹介会社に具体的な法的義務を課したも

のと解することはできません。

　また、人材紹介会社との契約書においても、

多くの場合「人材紹介会社が適切と判断した

求職者を紹介する」とか、「紹介した求職者を

（求人者が）自ら選考の上、適当と認めた場合

には労働者として採用する」といった形で規定

されており、人材紹介会社が具体的な義務を

負うような内容にはなっていません。

　このように、多くの場合、人材紹介会社には、

法令上も契約上も損害賠償請求の根拠となる

法的な義務（違反）を見いだすことができない

のです。もちろん具体的な事実関係次第とい

うところではありますが、損害賠償請求が認め

られるケースはごくまれといってよいと思い

ます。

　裁判例においても、求人者が人材紹介会社

に柔道整復師の紹介を依頼し、紹介を受けた

柔道整復師と雇用契約を締結したところ、そ

の後に柔道整復師法所定の欠格事由（窃盗の

前科）があることが判明したため、求人者が当

該柔道整復師を解雇するとともに、人材紹介

会社に対して既払いの紹介手数料および解雇

予告手当等相当額の損害賠償を請求したとい

う事案で、請求が認められなかったものがあり

ます（東京地裁平成26年12月11日判決（控訴

審））。この事案では、人材紹介会社が柔道整

復師法上の欠格事由の有無を調査、確認して

欠格事由のない人材を紹介する義務（違反）が

あるか否かが争いになりましたが、裁判所は、

本件職業紹介契約においては、候補人材の欠

格事由の有無について求人者から具体的な調

査依頼がない以上、求人者から依頼された職

位、職務条件等の人材求人情報に該当するか

否かを調査、確認する義務を負うにとどまり、

欠格事由の存否を調査、確認すべき義務を負

うことはない、などと判断しています。

■相■談■者  ：そんな…。急いで採用したのがよく

なかったんですかねえ。

　それはさておき、当該看護師が辞めてしまっ

て、また看護師が１名の状況に戻ってしまいま

したので、新たに看護師を採用しなければなら

ないのですが、求人を出してもなかなか応募が

ありません。このままだと忙しすぎて、今いる

看護師も嫌になって辞めてしまうかもしれな

いので、また人材紹介会社に頼らざるを得な

いでしょうか。

■弁■護■士  ：昨今の人手不足を考慮すると、で

きるだけ広く募集をかける必要があるかもし

れませんね。厚生労働省の「職業紹介事業に関

するアンケート調査」（平成25年12月実施）で

も、看護師の採用方法としては、民間の職業紹

介事業者からの紹介は39.6％と、ハローワー

クに次いで多いようなので、やはり人材紹介会

社は有力な選択肢だと思います。

　もっとも、職業紹介サービスに関しては先生

も経験されたように、トラブルも多いようで

す。今回のようなトラブルを未然に防ぐため、

平成29年の法改正により、人材紹介会社は以

下の事項について、情報提供することが義務

付けられています（法第32条の16第３項、法

施行規則第24条の８第３項）。

①人材紹介会社の紹介により就職した者の

数（年度ごと）

②①のうち、無期雇用就職者の数

③②のうち、就職から６ヶ月以内に解雇以

外の理由で離職した者の数

④②のうち、③に該当するかどうか明らかで

ない者の数

⑤手数料に関する事項（手数料の種類や金

額など）

⑥返戻金制度（短期間で離職した場合に手

数料を返金する制度）に関する事項（有無

や内容）

　この情報提供は、厚生労働省が運営する「人

材サービス総合サイト」に掲載する方法により

行われており、これにより紹介手数料の金額

や、返戻金制度の有無、採用後６ヶ月以内の離

職率等が分かるほか、得意とする分野等、人材

紹介会社が任意で掲載する情報も記載されて

おり、人材紹介会社を選ぶにあたってはとても

参考になります。

■相■談■者  ：そんなサイトがあったんですね。今

回も事前に「人材サービス総合サイト」を確認

し、例えば返戻金制度がある会社を利用して

いれば、支払った紹介手数料もある程度戻っ

たのかと思うと悔やまれます。

■弁■護■士  ：そうですね。返戻金制度を設ける

ことは義務とまではされていませんが、国の指

針ⅰ）では「有料職業紹介事業者は、返戻金制度

を設けることが望ましい」とされています。国

が推奨していることを踏まえると、適切な人材

紹介会社は返戻金制度を設けていると思いま

すので、人材紹介会社を選択する際の判断材

料の一つといえます。

　このほか、厚生労働省では、医療・介護・保

育分野における求人者が人材紹介会社を選ぶ

際に参考となる「適正な有料職業紹介事業者

の基準」と、それをまとめた「チェックシート」

を公表しています。

　さらに、厚生労働省では委託事業として、上

記「適正な有料職業紹介事業者の基準」を一

定割合以上満たしている人材紹介会社を、医

療・介護・保育分野における「適正な有料職

業紹介事業者」として認定し、公表しています。

同様に、厚生労働省は委託事業として、法令遵

守、採用、定着、マッチングについて一定の基準

を満たした人材紹介会社を、「優良認定事業

者」として認定し、公表しています。

　これらのツールや情報を用いることで、効率

的に適正な人材紹介会社を選定することがで

きますので、利用してみるとよいと思います。

■相■談■者  ：早速利用してみたいと思います。こ

れで安心して人材紹介を受けられます。

■弁■護■士  ：適切な人材紹介会社を選定するこ

とは大切ですが、それだけでは十分とはいえ

ません。実際に人材紹介を受けるに当たって

は、人材紹介会社との間で人材紹介に関する

基本契約等を締結し、個別に求人票等を作成

することが一般的かと思います。

　基本契約書については、紹介手数料、返戻

金制度、秘密保持、解除事由等の内容につい

て、改めて前記「適正な有料職業紹介事業者の

基準」に照らすなどして具体的に確認し、疑問

点があったら契約締結前に質問して解消して

おくと良いです。

　そのうえで、必要とする人材の要件（能力、

技術、経験年数等）を、人材紹介会社に具体的

に伝えることが重要です。また、万が一トラブ

ルになった際の証拠にもなりますので、口頭で

はなく、求人票などの書面や、電子メール等を

用いて、具体的な労働条件と合わせて、人材紹

介会社に伝えるようにしましょう。

　さらに、実際に人材を紹介されたら、人材紹

介会社任せにするのではなく、入念に面接を

行い、こちらが求める能力や技術等を有してい

るのか、職場に順応できそうかなどを確認する

ことも重要です。また、求職者側からみたミス

マッチ・早期離職を防止する観点からは、職

場の雰囲気や就業規則、福利厚生等の情報提

供を十分に行うことも有効だと思います。

◆ このＱ＆Ａから何を学ぶか ◆

①人材紹介会社から紹介を受けた人材にミス

マッチや早期退職が生じても、人材紹介会社

に対する損害賠償請求は難しいことが多い。

②トラブルを未然に防ぐためには、「人材サー

ビス総合サイト」等のツールを利用して、

適切な人材紹介会社を選定したうえ、求め

る人材の要件や労働条件を、できるだけ具

体的に、書面等を用いて明示することが重

要である。

③実際の人材の選定にあたっては、自ら入念

に面接を行い、求める能力や順応可能性等

を確認するとともに、求職者に対して十分

な情報提供を行うことが有効である。

ⅰ）職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、
募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働
者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等
がその責務等に関して適切に対処するための指針

（平成十一年労働省告示第百四十一号・最終改正
令和六年厚生労働省告示第三百十八号）
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■相■談■者  ：仙台杜協同クリニックの医師です。

当院は看護師３名の体制で運営しているので

すが、このうちの２名について結婚退職と産

休が重なり、看護師１名ではどうにも回らない

ので、はじめて民間の人材紹介会社を利用して

１名を採用しました。ところが、その看護師が、

入職から１ヶ月が経過した頃に急に退職してし

まいました。

　当該看護師の紹介にあたっては、人材紹介

会社に対して年収の35％程度の紹介手数料

を支払っているのですが、これは返してもらえ

ないのでしょうか。

■弁■護■士  ：なかなか大変な状況ですね。ただ、

紹介手数料の返還を求めることができるかは、

人材紹介会社との契約内容によります。

　契約書に、例えば「紹介手数料の返還」等の

表題で、「採用決定者が入社後３ヶ月以内に、本

人の都合により退職したときは、受領した紹介

手数料から次に定める金額を返還する」といっ

た規定があれば、同規定に基づいて手数料の

返還を求めることができます。例えば、入社後

１ヶ月以内なら紹介手数料の50％、３ヶ月以内

なら25％等、紹介手数料に対する割合で返還

金額を定めていることが多いかと思います。

■相■談■者  ：人材紹介会社との間の契約書を改

めて確認してみたのですが、そのような規定は

見当たりません。

　しかし、人材紹介会社の担当者の説明では、

その看護師は、家庭の事情で現場から遠ざ

かっていたものの、病院勤務も長く十分な経験

を有する方で、即戦力ということだったから採

用したんですよ。それなのに、いざ入ってもらっ

たら初歩的なミスは多いし、患者さんへの接遇

もイマイチで、全く即戦力といえるレベルでは

なかったんです。おまけに入ってから１ヶ月程

度で急に辞められて…。

　紹介手数料が返ってこないなら、紹介した看

護師が当院として求めるレベルになかったた

めに損害を受けたとして、逆に賠償を求めるこ

とはできないのですか。

■弁■護■士  ：お気持ちは理解できますが、なか

なか難しいように思います。

　今回の人材紹介は、紹介手数料を徴求して

いるため、職業安定法（以下「法」といいます。）

の規定する有料の職業紹介事業に当たり、同

法の適用を受けます（法第４条３項、第３章第

１節）。法第５条の８は「職業紹介事業者は、…

求人者に対しては、その雇用条件に適合する

求職者を紹介するように努めなければならな

い。」と規定していますが、文言からも分かるよ

うにあくまでも努力義務を定めたものであり、

人材紹介会社に具体的な法的義務を課したも

のと解することはできません。

　また、人材紹介会社との契約書においても、

多くの場合「人材紹介会社が適切と判断した

求職者を紹介する」とか、「紹介した求職者を

（求人者が）自ら選考の上、適当と認めた場合

には労働者として採用する」といった形で規定

されており、人材紹介会社が具体的な義務を

負うような内容にはなっていません。

　このように、多くの場合、人材紹介会社には、

法令上も契約上も損害賠償請求の根拠となる

法的な義務（違反）を見いだすことができない

のです。もちろん具体的な事実関係次第とい

うところではありますが、損害賠償請求が認め

られるケースはごくまれといってよいと思い

ます。

　裁判例においても、求人者が人材紹介会社

に柔道整復師の紹介を依頼し、紹介を受けた

柔道整復師と雇用契約を締結したところ、そ

の後に柔道整復師法所定の欠格事由（窃盗の

前科）があることが判明したため、求人者が当

該柔道整復師を解雇するとともに、人材紹介

会社に対して既払いの紹介手数料および解雇

予告手当等相当額の損害賠償を請求したとい

う事案で、請求が認められなかったものがあり

ます（東京地裁平成26年12月11日判決（控訴

審））。この事案では、人材紹介会社が柔道整

復師法上の欠格事由の有無を調査、確認して

欠格事由のない人材を紹介する義務（違反）が

あるか否かが争いになりましたが、裁判所は、

本件職業紹介契約においては、候補人材の欠

格事由の有無について求人者から具体的な調

査依頼がない以上、求人者から依頼された職

位、職務条件等の人材求人情報に該当するか

否かを調査、確認する義務を負うにとどまり、

欠格事由の存否を調査、確認すべき義務を負

うことはない、などと判断しています。

■相■談■者  ：そんな…。急いで採用したのがよく

なかったんですかねえ。

　それはさておき、当該看護師が辞めてしまっ

て、また看護師が１名の状況に戻ってしまいま

したので、新たに看護師を採用しなければなら

ないのですが、求人を出してもなかなか応募が

ありません。このままだと忙しすぎて、今いる

看護師も嫌になって辞めてしまうかもしれな

いので、また人材紹介会社に頼らざるを得な

いでしょうか。

■弁■護■士  ：昨今の人手不足を考慮すると、で

きるだけ広く募集をかける必要があるかもし

れませんね。厚生労働省の「職業紹介事業に関

するアンケート調査」（平成25年12月実施）で

も、看護師の採用方法としては、民間の職業紹

介事業者からの紹介は39.6％と、ハローワー

クに次いで多いようなので、やはり人材紹介会

社は有力な選択肢だと思います。

　もっとも、職業紹介サービスに関しては先生

も経験されたように、トラブルも多いようで

す。今回のようなトラブルを未然に防ぐため、

平成29年の法改正により、人材紹介会社は以

下の事項について、情報提供することが義務

付けられています（法第32条の16第３項、法

施行規則第24条の８第３項）。

①人材紹介会社の紹介により就職した者の

数（年度ごと）

②①のうち、無期雇用就職者の数

③②のうち、就職から６ヶ月以内に解雇以

外の理由で離職した者の数

④②のうち、③に該当するかどうか明らかで

ない者の数

⑤手数料に関する事項（手数料の種類や金

額など）

⑥返戻金制度（短期間で離職した場合に手

数料を返金する制度）に関する事項（有無

や内容）

　この情報提供は、厚生労働省が運営する「人

材サービス総合サイト」に掲載する方法により

行われており、これにより紹介手数料の金額

や、返戻金制度の有無、採用後６ヶ月以内の離

職率等が分かるほか、得意とする分野等、人材

紹介会社が任意で掲載する情報も記載されて

おり、人材紹介会社を選ぶにあたってはとても

参考になります。

■相■談■者  ：そんなサイトがあったんですね。今

回も事前に「人材サービス総合サイト」を確認

し、例えば返戻金制度がある会社を利用して

いれば、支払った紹介手数料もある程度戻っ

たのかと思うと悔やまれます。

■弁■護■士  ：そうですね。返戻金制度を設ける

ことは義務とまではされていませんが、国の指

針ⅰ）では「有料職業紹介事業者は、返戻金制度

を設けることが望ましい」とされています。国

が推奨していることを踏まえると、適切な人材

紹介会社は返戻金制度を設けていると思いま

すので、人材紹介会社を選択する際の判断材

料の一つといえます。

　このほか、厚生労働省では、医療・介護・保

育分野における求人者が人材紹介会社を選ぶ

際に参考となる「適正な有料職業紹介事業者

の基準」と、それをまとめた「チェックシート」

を公表しています。

　さらに、厚生労働省では委託事業として、上

記「適正な有料職業紹介事業者の基準」を一

定割合以上満たしている人材紹介会社を、医

療・介護・保育分野における「適正な有料職

業紹介事業者」として認定し、公表しています。

同様に、厚生労働省は委託事業として、法令遵

守、採用、定着、マッチングについて一定の基準

を満たした人材紹介会社を、「優良認定事業

者」として認定し、公表しています。

　これらのツールや情報を用いることで、効率

的に適正な人材紹介会社を選定することがで

きますので、利用してみるとよいと思います。

■相■談■者  ：早速利用してみたいと思います。こ

れで安心して人材紹介を受けられます。

■弁■護■士  ：適切な人材紹介会社を選定するこ

とは大切ですが、それだけでは十分とはいえ

ません。実際に人材紹介を受けるに当たって

は、人材紹介会社との間で人材紹介に関する

基本契約等を締結し、個別に求人票等を作成

することが一般的かと思います。

　基本契約書については、紹介手数料、返戻

金制度、秘密保持、解除事由等の内容につい

て、改めて前記「適正な有料職業紹介事業者の

基準」に照らすなどして具体的に確認し、疑問

点があったら契約締結前に質問して解消して

おくと良いです。

　そのうえで、必要とする人材の要件（能力、

技術、経験年数等）を、人材紹介会社に具体的

に伝えることが重要です。また、万が一トラブ

ルになった際の証拠にもなりますので、口頭で

はなく、求人票などの書面や、電子メール等を

用いて、具体的な労働条件と合わせて、人材紹

介会社に伝えるようにしましょう。

　さらに、実際に人材を紹介されたら、人材紹

介会社任せにするのではなく、入念に面接を

行い、こちらが求める能力や技術等を有してい

るのか、職場に順応できそうかなどを確認する

ことも重要です。また、求職者側からみたミス

マッチ・早期離職を防止する観点からは、職

場の雰囲気や就業規則、福利厚生等の情報提

供を十分に行うことも有効だと思います。

◆ このＱ＆Ａから何を学ぶか ◆

①人材紹介会社から紹介を受けた人材にミス

マッチや早期退職が生じても、人材紹介会社

に対する損害賠償請求は難しいことが多い。

②トラブルを未然に防ぐためには、「人材サー

ビス総合サイト」等のツールを利用して、

適切な人材紹介会社を選定したうえ、求め

る人材の要件や労働条件を、できるだけ具

体的に、書面等を用いて明示することが重

要である。

③実際の人材の選定にあたっては、自ら入念

に面接を行い、求める能力や順応可能性等

を確認するとともに、求職者に対して十分

な情報提供を行うことが有効である。

ⅰ）職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、
募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働
者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等
がその責務等に関して適切に対処するための指針

（平成十一年労働省告示第百四十一号・最終改正
令和六年厚生労働省告示第三百十八号）




